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２．マイナンバー  

 

 

今年もサンマの季節がやってきました。初サンマに昨年を上回る 25,000 円（1 匹）とい 

う値がついたそうです。すっかり高級魚の仲間入りをしてしまったようで、手の届かない 

存在になってしまいました。9 月以降も猛暑が続くとのことですので、水分補給と特に寝 

ている間の熱中症には十分にお気をつけください。朝起きてのびをして、足をつりました。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●就労証明書、全国一律様式へ！～R5.9 中旬から～   

保育所等を利用する際に提出をする就労証明書について、今は市区町村ごとに異なる様式 

ですが、今後は原則国が定める様式を使用するという形に変更され一律の書式になります。 

●生成 AI、利用時の注意点～個人情報の第三者提供！～  

個人情報取扱事業者（ほぼすべての事業者）が生成 AI へ入力をする際、AI の学習データ 

としての利用が予定されている場合、原則本人の同意が必要なため注意が必要です。 

 

１．最低賃金 

 

令和 5年 9月号 

●マイナンバーカードと保険証の一体化 

～来年秋に保険証廃止！？～ 

→ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの保険証化について、議論の最終まとめが行

われました。来年の秋に、保険証は廃止される予定です。 

【ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞと保険証の一体化】（おもなもの） 

■意義 

・患者の直近の資格情報の確認ができる。また、患者の同 

意により薬剤・特定検診情報等を医療機関等へ提供可。 

・医療機関はﾚｾﾌﾟﾄの返戻が回避され、患者への確認等の 

手間が減り、未収金の減少にも繫がる 

■取組 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの特急発行（紛失時等） 

→申請から 1 週間（最短 5 日）で交付できるしくみ創設 

 ・暗証番号なしのﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 

  →11 月頃から開始予定。顔認証等で本人確認。 

 ■資格確認書（ﾏｲﾅ保険証がない方用） 

 ・原則本人申請。当分の間、ﾏｲﾅ保険証を保有していない 

方等へ保険者が交付。有効期限は 5 年以内で各保険者が 

設定。様式はｶｰﾄﾞ型・ﾊｶﾞｷ型・A4 型から保険者が選択し、 

材質は紙やﾌﾟﾗｽﾁｯｸ。無料。 

・保険証の廃止後、現状の保険証の有効期限は最大で 1 年 

→令和 8 年中を目途に次期ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの導入を目指すと記 

載があり、早くも切り替えが予定されているようです。 

●最低賃金、今年もアップ～10 月から～ 

～全国加重平均、初の 1,000 円超え！～ 

→10 月からの最低賃金（地域別）について、全都道府県の答申が 

出そろいました。異議申出等なければ、10/1 以降順次開始と

なります。制度開始以来最高額となります。 

【最低賃金】（抜粋） 

   都道府県     新最低賃金（旧）       いつから？ 

    愛知    １，０２７（986）    10/1 

    岐阜      ９５０（910）    10/1 

    三重      ９７３（933）    10/1 

    静岡      ９８４（944）    10/１ 

    東京    １,１１３（1,072）     10/1 

神奈川    １,１１２（1,071）     10/1 

    大阪    １,０６４（1,023）     10/1 

※全都道府県の最低賃金（厚生労働省）↓ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf 

→時給に換算をして、クリアしているかチェックします。例え 

 ば月給者は「月給÷月平均所定労働時間」の計算をして、上 

記の金額以上であれば問題ありません。（※月給から、時間 

外等割増・精皆勤手当・家族手当・通勤手当等は除外します） 

→パート、正社員等問わず、すべての従業員に適用されます。 

→全国平均 43 円アップは、制度開始以来最高額の引上げです。 


